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 １０月に入りました。朝夕は涼しくなってきましたが、日中はまだまだ暑い日が続きま

すね。体調には十分ご注意下さい。なお、掲載内容につきご不明な

点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

 抵当権抹消登記について 

  銀行などの金融機関からの借入により土地や建物に抵当権が設

定されている場合において、その全額を完済した場合、抵当権抹消

のための書類として次の３つの書類が銀行から交付されます。 

①抵当権解除（弁済）証書等、②登記委任状、③登記識別情報（又は登記済証） 

 上記書類を用いて抵当権抹消登記を申請することになりますが、申請しないまま数年間

放置していた場合や、その書類を紛失してしまうなどの事情があると申請手続に変化が生

じます。 

 例えば、抵当権抹消登記を放置していた場合において、書類は手元にあるが、金融機関

の委任状等記載の代表者に変更がある場合です。この場合は、旧代表者の名前の書類であ

ってもその書類を用いて登記が可能です。 

 これは、不動産登記法第１７条の規定により、登記の申請にをする者の委任による代理

人の権限は、代表者が変わっても消滅しないからです。 

 ただし、この場合、登記申請書に次のような文言を入れることとされています。 

「登記義務者の代表取締役〇〇の代理権は消滅している。本件申請時の義務者の代表取締

役は●●である。」（平成６年１月１４日付け法務省民三第３６６号通知 ）。 

 登記義務者として記載する代表取締役には、申請日現在の代表取締役を記載します。 

 次に抵当権抹消登記を放置していた場合において、抵当権抹消書類を紛失している場合

です。この場合は、改めて抵当権抹消の書類を抵当権者（金融機関）に依頼した上で、

「事前通知」等の手続を用いて抹消することになります。 

 抵当権を抹消するためには、金融機関より①抵当権解除（弁済）証書等、②登記委任状、

③登記識別情報（又は登記済証）、が必要ですが、それを紛失している場合、①②の書類

について、金融機関に再発行を依頼します。ただし、③登記識別情報（又は登記済証）は

登記所が１度しか発行しない書類ですので再発行はできませんので、決済等がない限りは

「事前通知」制度（不動産登記法２３条１項）を利用することになると思います。 
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